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平成２３年度第２回大垣市男女共同参画推進審議会 

 

平成２３年７月１９日（火）午後５時００分から、平成２３年度第２回大垣市男女共同

参画推進審議会を大垣市役所２階第１会議室において開催した。 

その内容は次のとおりである。 

 

○議 題 

 １ 会長・副会長の選任 

２ 次期大垣市男女共同参画プラン策定の諮問 

３ 第２次大垣市男女共同参画プランの進捗状況について 

 ４ 第３次大垣市男女共同参画プラン策定について 

 ５ 大垣市男と女のかがやきまちづくり表彰について 

 ６ その他 

 

○委員の出欠 

出席委員 13 人 

会    長  木 村 隆 之      副 会  長  佐 藤 延 子       

委   員  傍 島 香 織      委    員  鈴 木 雅 雄 

委   員  木 曽 義 尚      委   員  菱 田 耕 吉 

委   員   林  寛 子      委   員  嘉 瀬 美 和 

委   員  山 中  穰       委   員  後 藤 容 子 

委   員  小 出 真 実      委    員   森  美津子 

委   員  服 部 昭 彦       

欠席委員 2 人 

  委   員  村 上 智 通      委   員  松 口 小夜子 

大垣市 

かがやきライフ推進部長   河 内 雅 善  

まちづくり推進課長     早 崎 広 俊 

男女共同参画推進室長    清 水 千鶴子   

男女共同参画推進室推進係長 子 安 英 俊 

男女共同参画推進室推進係  川 瀬 あおい 

 

○ 司会  審議会 まちづくり推進課長 早 崎 広 俊 

 

○ 議長  会長 木 村 隆 之 
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○ 大垣市男女共同参画推進審議会記録 

 

 大垣市男女共同参画推進審議会（開会 午後 5時 00 分） 

 

＜委員の委嘱＞ 

＜大垣市長 小川 敏 あいさつ＞ 

 

司 会（早崎課長） 

 （審議会進行についてはじめに説明） 

過半数の委員さんにご出席いただいておりますので、本審議会は、成立しておりますこ

とを、ご報告いたします。新しい任期による、審議会でございますので、会長が決まりま

すまでの間、進行を務めさせていただきます。 

先ず、本日の審議内容には個人情報に関する事項がないため、公開とさせていただきま

す。なお、傍聴者はございません。 

 それでは議事に入ります。 

 先ず、議題１の会長・副会長の選任でございます。審議会規則第３条第１項の規定によ

り、委員の互選となっております。会長の選任をお願いしたいと存じますがいかがいたし

ましょうか。 

 

木曽委員 

 会長には木村委員を、副会長には佐藤委員にお願いしたいと思いましてご提案いたしま

す。 

 

司 会（早崎課長） 

 只今、木村委員に会長をというご発言がございましたが、そのようにさせていただいて

よろしいでしょうか。 

 

＜拍手 異議なし＞ 

 

司 会（早崎課長） 

 また、副会長は佐藤委員にとのご発言でございましたが、そのようにさせていただいて

よろしいでしょうか。 

 

＜拍手 異議なし＞ 
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服部委員 

 副会長は会長の指名によるという規定にはなっていませんか。 

 

司 会（早崎課長） 

 そのようにはなってございません。 

 それでは木村委員さんに会長をお願いしたいと存じます。ごあいさつをお願いします。 

 

木村会長 

 ただいま会長に選任いただきました木村でございます。近年地域主権改革ということが

強く言われております。東日本大震災が起き、その後には原発の問題が起きています。災

害の復興だけではなく、これからどのようにして災害に強い、新しい地域社会を作ってい

くのかということが問われている時であると思います。そういうことを考える時に、地域

で暮らす人たちが、互いの立場を尊重しつつ、力を合わせ、地域社会を作っていくにはど

うしたらよいかということが問われています。共生と協働のまちづくりを考える時に、 

男女共同参画はその中の基本的なテーマの一つであると思います。男女共同参画なくして

共生と協働のまちづくりはないと思っております。私は男女共同参画について強い思いを

持っております。微力ながら、会長を務めさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

司会（早崎課長） 

 続きまして、佐藤副会長さんにごあいさつをお願いします。 

 

佐藤副会長 

 人間の意識というのはなかなか変わらないものなのですが、憲法の第１４条に法の下の

平等というものがあります。若い人たちも知らないうちに古いしきたりに従っているとこ

ろがあります。気がつかないところに男女差別の根源があります。例えば、夫婦の中では

主人と言う言葉がいまだ使われています。これは古く家族制度に基づくものです。このよ

うに、しきたりが束縛している部分がたくさんあります。制度や法律が変わっても、なか

なか人間の頭を変えるのは難しいと実感しているところです。若い人たちの意識は前進し

なければならないのですが、若い人の頭は柔らかいものです。年配の人たちの意識をどの

ように変えていくのかというのが、これからの男女共同参画プランを実行していく上での

課題だと思います。これからみなさんと審議を進めていく中で、こういった考えを持って

おります。よろしくお願いします。 

 

司会（早崎課長） 

 ありがとうございました。 
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 それでは、審議会規則第４条第２項により、審議会の議長は会長が務めるとありますの

で、木村会長に議長をお願いいたします。 

 木村会長、議長席へお願いします。 

 

木村議長 

 それでは議事に入りたいと思いますが、先ず初めに本日の議事録署名者をお願いしたい

と思います。 

木曽委員さんと山中委員さんにお願いいたします。 

続きまして議題２ この審議会の一番のテーマに当たります、次期大垣市男女共同参画

プラン策定の諮問について事務局から説明をお願いします。 

 

早崎課長 

 それでは議題２ 大垣市男女共同参画プラン策定の諮問について説明させていただきま

す。 

 プランを策定する時において、大垣市男女共同参画推進条例第１０条で市長は審議会に

諮問しなければならないと規定しております。 

 それでは、市長代理で河内かがやきライフ推進部長より、審議会木村会長に諮問書をお

渡しいたします。 

 恐れ入りますが、会長さんはご起立をお願いいたします。 

 

河内部長 

 平成２３年７月１９日、大垣市男女共同参画推進審議会会長 木村隆之様 第３次大垣

市男女共同参画プラン策定について諮問 本市では、大垣市男女共同参画推進条例に基づ

き定めている第２次大垣市男女共同参画プランが平成２４年度に計画期間満了となります。

同計画策定後、本格的な人口減少の到来など社会情勢が大きく変化するとともに、仕事と

生活の調和、ワーク・ライフ・バランス社会の実現などが求められています。このような

男女共同参画社会の形成に関連する様々な状況の変化を考慮のうえ、第３次大垣市男女共

同参画プランの策定を諮問します。大垣市長 小川敏 代読 よろしくお願いいたします。 

 

木村議長 

 ただいま、第３次大垣市男女共同参画プラン策定について大垣市長からの諮問を謹んで

お請けいたしました。今後、第３次プラン策定について精力的な審議をしてまいりたいと

思いますので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、議題３ 第２次男女共同参画プランの進捗状況について事務局から説明を

お願いします。 
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事務局（子安係長） 

 先ず、本日配布させていただいております資料の確認をさせていただきます。プラン施

策の体系、資料３ 平成２２年度各種委員会等への女性登用状況、資料４ 平成２２年度 

大垣市各種相談件数等一覧、資料５ 第３次大垣市男女共同参画プラン策定に向けたスケ

ジュール、資料６ 大垣市男と女のかがやきまちづくり表彰について、その他資料として、

夏休み親子映画会、日本女性会議案内、情報誌ウィズあい大垣、でございます。 

 それでは、進捗状況についてご説明をさせていただきます。資料はございませんが、先

ず本市の状況についてご説明させていただきます。本市では、平成１２年、人権が尊重さ

れ、男女が平等で一人ひとりが自立し、その個性と能力が生かされる男女共同参画社会の

実現に向けて、総合的かつ、計画的に取り組むための指針となる大垣市男女共同参画プラ

ンを策定し、男女共同参画社会づくりを進めてまいりました。平成１５年３月には男女共

同参画社会づくりを推進するための指針として大垣市男女共同参画推進条例を制定、平成

１７年３月には男女共同参画社会づくりを市民・事業者と共に一層推進していくため男女

共同参画都市宣言を行い、平成２０年には内閣府と共催により、全国男女共同参画都市サ

ミットの開催や、第２次大垣市男女共同参画プランの策定など、市民協働の男女共同参画

社会づくりを推進してまいりました。 

 本日、ご説明させていただきますのは、第２次男女共同参画プランの平成２２年度実施

状況、進捗状況についてご報告させていただき、その評価についてご意見をいただくもの

でございます。第２次プランにつきましては、計画期間は平成２０年度から平成２４年度

までの５年間でございます。大垣市男女共同参画推進条例が掲げる男女の人権尊重、社会

制度や慣行の中立化への配慮、政策や方針決定等への共同参画する機会の確保、家庭生活

とその他の活動と両立、国際的協調の５つの理念の推進と、ジェンダーに敏感な視点の定

着、エンパワーメント、女性が力を持った存在になることの促進、パートナーシップの確

立を目指して、あらゆる分野における女性の参画の促進、仕事と家庭、地域生活の両立支

援、女性のチャレンジ支援、ＤＶ等暴力のない社会の推進、新しい分野における男女共同

参画の推進という５つを推進目標として掲げております。添付しておりますプランの施策

の体系をご覧いただきますと、左から、５つの目標、１１の課題、３６の施策の方針、   

６５の主要な施策を設定し、各課において推進を図っております。 

 それでは先に送付させていただいております資料１をご覧いただきますようお願いしま

す。この資料で平成２２年度の評価についてご説明をさせていただきます。表紙をおめく

りいただきますと、事業数の掲載がございます。現在２５課、総事業数２６１事業でござ

います。その裏面に、各事業における評価数について記載がございます。次ページにはこ

の表の見方を記載させていただいております。評価方法につきましては、各事業につきま

して、評価１が未着手、評価２が実施中で計画より遅れている、評価３が実施中で計画ど

おり、評価４が実施中で計画より進んでいる、評価５がハード事業のみを対象とし、単年

度計画が終了していることを意味しております。体系で説明をさせていただきました目標
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ごとに、ご説明をさせていただきます。 

 基本目標Ⅰ 男女共同参画社会のための意識改革による人づくりでは、セミナーを開催

したり、啓発誌を発行したりするなどの意識改革を進める事業が中心となっております。

１ページをご覧ください。（Ａ）としまして、具体的なこととしまして、昨年度第６回とな

りました男女共同参画フォーラムにおきまして、多くの方にご参加いただき、実施するこ

とができました。続いて３ページをご覧ください。地域に密着した事業として、モデル地

域実践支援事業を継続して実施しております。昨年度は北地区を指定し、防災を中心とし

た男女が共に参画できる事業を推進させていただきました。今年度は日新地区においてこ

の事業を展開していただいております。 

 続きまして基本目標Ⅱ 男女共同参画社会の実現のための就業分野における環境づくり

におきましては、各種制度の周知、職場環境の整備について進めていく事業が中心となっ

ております。３５ページをご覧ください。（Ｂ）企業等への総労働時間短縮などの啓発の促

進のところで、昨年度は審議会の中でワーク・ライフ・バランス推進専門部会を設置いた

だき、大垣市への意見書をとりまとめていただきました。企業訪問等積極的な行動につい

て進言をいただいたところです。今年度はこの推進方策に沿って事業を推進してまいりま

す。 

 次に基本目標Ⅲ 男女共同参画社会実現のための生活基盤づくりでは、生涯を通じた男

女の健康づくりや、多様なニーズに対応した子育て支援についての事業になっています。

５５ページをご覧ください。担当課に子育て総合支援センターとありますが、平成２２年

１０月１日より、子育て支援につきまして、子育て総合支援センターを設置し、各種相談

体制の充実を図り、子育てに対する不安を少しでも少なくする対応を実施しております。 

 次に基本目標Ⅳ 男女共同参画によるまちづくりでは、バリアフリー化等ハード面も含

めたもの、また女性の社会参画を目指す事業が中心となっております。６９ページをご覧

ください。各種公共施設におけるバリアフリー化や子育て支援拠点でのオムツ替えの幼児

用簡易便座の配備、オムツ替えベッドの配置など乳幼児連れの方に配慮した施設改修を計

画的に実施いたしました。以上で第２次プランの進捗状況についてのご説明を終了いたし

ます。 

 続きまして資料３ 各種委員会等への女性登用状況についてご説明をさせていただきま

す。平成２１年４月１日から平成２３年４月１日現在までの各種委員会等の登用率につい

てまとめてございます。上段の表をご覧ください。平成２３年４月１日現在、審議会等の

総委員数１，８２８人中、女性委員は７１１人で比率は３８．９％で昨年度３８．２％か

ら０．７ポイント上昇しております。活動している審議会等の数は７７で、そのうち女性

を登用していない委員会が６になり、昨年より２削減ができております。次ページ以降は

この表の個別の審議会等の構成について記載がございますので、ご覧いただきますようお

願いします。その資料の最終ページには、大垣市役所における女性の管理職登用状況及び、

大垣市立の小中学校における校長、教頭の登用率についても添付をさせていただいており
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ます。小学校の校長先生につきましては６名から２名増え、８名となっております。 

 続きまして資料４でございますが、平成２２年度大垣市各種相談件数の一覧表でござい

ます。各種相談窓口での件数についてまとめてありますので、ご参考にご覧いただきたい

と思います。 

 以上、平成２２年度の状況についてのご報告をさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

  

木村議長 

 平成２２年度の進捗状況について説明をしていただきましたが、これにつきましてご意

見等ございましたらよろしくお願いいたします。 

 

木曽委員 

 資料１のモデル地域についてですが、２２年度は北地区を指定されていたということで

すが、どのような組織を作り、どのような取り組みをされていたのかご説明をお願いしま

す。男女共同参画フォーラムにおいて度会さんが取組報告をされてはいらっしゃいました

が、もう一度ご説明をお願いいたします。また、平成２３年度は日新地区を指定されたと

のことですが、日新地区についてもご説明をお願いいたします。 

 

事務局（清水室長） 

 では事務局の方からご説明させていただきます。先ず、第１地区には東地域を指定させ

ていただきまして１年間事業に取り組んでいただきました。そして昨年度は北連合自治会

を指定させていただきまして、地区社協を母体とします各種団体の方が推進委員会という

組織を設置されました。その推進委員会の下に実行委員会を設置され、その実行委員会で

具体的な話をされ、事業計画を立て、推進委員会に諮り、そして実践活動を展開されてお

ります。先ず地区社協の推進大会で、岐阜大学の小林月子教授にお越しいただき、基本的

な内容について研修を受けていただきました。その後、各分野ごとにテーマを決められま

して、事業を実践されました。例えば男性の料理教室を開催され、男性が中心となり餃子、

ピザ、枝豆などを作り、その料理を食べながら家庭における男女共同参画について話し合

いをされました。また、地域にある大垣徳洲会病院と合同で防災訓練を実施されました。

企画段階から、男女が協力し合い、地震発生に備えて、負傷者の搬送訓練、初期消火訓練、

炊き出し訓練などを実施されました。その他、徳洲会病院では男性の介護教室も実施され

ました。自治会長と婦人会の役員さん方で、北地区における女性の参画はどうなっている

のかというようなアンケートを実施され、そこから出てきました課題について話し合いを

されました。このように地域の方々が自ら課題意識を持ち、実践活動を行うことは、今ま

でにない意識啓発として一定の成果があったものと思われます。この取り組みは今年度も

２年目として実施されており、最終報告をしていただくことになります。今年度から三つ
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目のモデル地区として日新連合自治会を指定させていただいております。 

 

木曽委員 

 男性の出席率はどのようですか。 

 

事務局（清水室長） 

 料理教室につきましては男性が１５名、女性が４０名、介護教室につきましては男性が

１６名、女性が３０名で、まだまだ女性の人数の方が多いのですが、これだけの男性が参

加してくださったことを評価したいと思います。 

 

木曽委員 

 この事業の評価はいくつでしたか。 

 

事務局（清水室長） 

 評価は３です。 

 

木曽委員 

 ワーク・ライフ・バランスの実践ということでもモデル地域の実践はあるのですか。 

 

事務局（清水室長） 

 研修の中でそのことについてもされたということです。家庭における男女共同参画や、

女性の仕事と家庭の調和について研修をされております。 

 

木曽委員 

 延長保育や留守家庭児童教室についても取り組んでいるということが資料１の３８ペー

ジにありまして、延長保育の実施園が２８園、公立１２園、民間１６園で評価が３で、   

２３年度の計画についても２２年度と同じとのことですが、現在需要に対して十分な施設

の対応ができているのかお尋ねします。 

 

事務局（清水室長） 

 毎年、計画通りに希望者すべてを受け入れているということです。これは今年度も変わ

らず実施していくということでございます。社会一般では保育施設や延長保育が不足して

いるというようなことも聞きますが、大垣市においては全ての方の受入がされているとい

うことでございます。 
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木曽委員 

 １００％受け入れているということですね。 

 

事務局（清水室長） 

 さようでございます。 

 

木曽委員 

 そうすると評価は４でもよさそうな気がしますね。評価３ということでしたので、評価

を更に上げるためには１００％受け入れの他に目標があるのかと思いお尋ねしました。 

 

事務局（清水室長） 

 留守家庭児童教室につきましては、需要に対して定員は１００％に満たないということ

ですので、まだ受け入れに余裕があるということです。 

 

木曽委員 

 次に、私は人権擁護委員をさせていただいているのですが、資料４を見ますとＤＶに関

する相談が２０年、２１年、２２年と増えてきております。この問題も今後は大きくなっ

てくると思いますが、法務局の方でも中高生をはじめとする若い世代におけるＤＶ、いわ

ゆるデートＤＶについて認識を高めていこうと思っています。現在デートＤＶについての

相談件数は法務局の方ではまだゼロですが、大垣市においてデートＤＶに関する取組の計

画や相談があるのかどうかお尋ねします。 

 

事務局（清水室長） 

 事務局からお答えさせていただきます。デートＤＶの相談が寄せられると想定される相

談窓口は、教育総合研究所の少年相談や、社会福祉課のＤＶを含む女性相談などです。  

現在のところデートＤＶの相談は寄せられておりません。先程、木曽委員がおっしゃられ

たように、デートＤＶについての認識を深め、意識を高めていくような意識啓発が重要な

課題であると認識をいたしております。 

 

木曽委員 

 現在大垣市において、デートＤＶについて啓発活動を行っているのは度会さんだけです

か。 

 

事務局（清水室長） 

 確認している中では、岐阜の方であゆみだした女性の会というＮＰＯ団体が高校などで

講演やセミナーを実施されているとのことです。大垣では西高等学校が実施されておりま
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す。 

 

木曽委員 

 これからはそういった啓発活動をＤＶの啓発活動と併せて実施していただきたいと思い

ます。 

 

小出委員 

 モデル地区の事業ですが、法律や条例などの法整備ができても意識を変えるというのは

とても難しいことだと思います。そういう中で地域や地区でこういうことを実施されるの

はおもしろいなと思いました。それで、モデル事業はあくまでもモデルであって本事業で

はないのかということと、これから市内全域でこのモデル事業を実施していく予定なのか

お尋ねします。 

 

事務局（河内部長） 

 現在モデル事業ということで各地域を指定して、事業を実施していただいております。

最終的には大垣市内全地区に広めていくことを目標としておりますが、各地区において課

題が様々でございます。昔からの住宅が多いところ、新興住宅が多いところ、各地域によ

って課題が様々でございますので、それらを確認しつつ、今後どのようにしていくのがよ

いか地域の皆さんと相談をしながら進めていきたいと考えております。現在２年の期間で

モデル地域を指定させていただいておりますが、２年で終わってしまうのではなく、継続

していくような展開にしていただきたいと思っております。地域の課題や男女共同参画社

会の実現に向けて取り組みをしていっていただきたいと考えております。そういった啓発

の意味も込めて進めさせていただいております。ご理解いただきたいと思います。 

 

後藤委員 

 指定を受けております日新地区の者です。自治会長さんたちから、何のためにするのか

とか、どういう意味があるのかと、どういう利益があるのかといった意見があってなかな

か進まないのですが、推進委員会の設立まではいきました。その後の事業についてはみん

なで話し合って決めていくのですが、２年で終わってしまうのは意味がないので、継続し

ていくことによって男女共同参画社会がよりよくなっていって欲しいと思います。また皆

さんのご意見を持ち帰りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

服部委員 

 男女共同参画フォーラムについて、参加者１，２００人の男女の比率についてどのよう

であったか質問いたします。また、各種委員会等への女性登用状況についてですが、年々

登用率が上がっていているのは評価したいと思いますが、女性委員が全くいない委員会が
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ありますが、女性を入れるのが難しい委員会なのでしょうか。次に、女性人材リストの登

録促進ですが、登録者が平成２３年３月３１日現在で２４人ですが、その中から実際に審

議会等の委員に登用されたのかどうかお尋ねします。女性を登用するというポジティブア

クションは私もいいと思うのですが、公募の市民委員にその割合が高くなってしまってい

るのではないかと思います。女性人材リストを作られたのですから、公募の枞ではなく、

普通に委嘱していただいて、市民委員については男女平等であって欲しいと思いますが、

女性の方に偏りがちな感じを受けますがいかがでしょうか。以上、４点についてお伺いし

ます。 

 

事務局（清水室長） 

 男女共同参画フォーラムの参加者の男女の実人数の把握はできておりませんので、アン

ケート結果による人数を申しあげます。全体では１，２００人の参加となっておりますが、

全体会でいいますと、アンケート回収率が３８％で、参加者数４９０人中女性が１４４名、

男性は３９人です。比率で言いますと、女性が８０％、男性が２０％でございます。次に、

審議会等のうちで女性委員の登用がないものについてですが、女性が登用されにくい委員

会でございます。 

 

事務局（河内部長） 

 女性が登用されにくいと言いますか、農業委員会のように法的に役職によって決まって

いるものでございます。その役職が男性であれば、男性しか委員になれないということで

ございます。先程ご指摘のありました公募委員について、公募人数が３人であれば男女の

比率が１対２になるということでございましたが、現在、女性の登用率を上げることを目

標としておりますので、女性が出れるような役職の分野を増やしていただくようお願いし

ているところでございます。例えば男女共同参画推進審議会でいいますと、ＰＴＡに委員

の推薦を依頼するときに、ＰＴＡ会長ではなく、母親代表の方に出ていただいております。

そういったことで女性の登用率を上げるようにしております。出てきていただいた方には

様々なご意見をいただく中で、男女共同参画社会の実現に向けての女性の参画ということ

につながっていると思っております。 

 

事務局（清水室長） 

 実際には既に審議会等の委員になっておられる方が、リストに登録されているという状

況でございます。 

 

事務局（河内部長） 

 女性の皆さんに新たに審議会等の委員になっていただくことを目的に、女性人材リスト

の登録を行っておりますので、各種審議会等の公募がされた場合にその情報をリストの登
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録者にお知らせをさせていただき、委員になっていいただく方が増えるようにさせていた

だいております。ただ、審議会等の委員には既定の役職でお願いをしているものがありま

すので、公募をしていただいて市民委員として出ていただくようご案内をさせていただい

ております。また、関係課から問い合わせがあった際には人材の紹介等の相談応じており

ます。女性人材リストは大垣市の職員であれば誰でも確認できるシステムに表示をさせて

ただいております。 

 

鈴木委員 

 女性人材リストには希望する審議会等の名称等が記載されているのですか。 

 

事務局（河内部長） 

 記載がございます。原則的には希望以外のものについても皆さんにお知らせをさせてい

ただいております。色々な分野で活躍していただければと思っております。 

 

議長（木村委員） 

 大垣市の審議会等における女性の登用率は全国的にみてレベルはどうですか。 

 

事務局（清水室長） 

 全国でも上位でございます。 

 

小出委員 

 法的に女性を登用できない委員会等があると伺いましたが、実際には女性の登用がゼロ

である委員会等の数が昨年度から減っておりますが、その理由を教えてください。 

 

事務局（河内部長） 

 法で決まっているもののうちには、市の条例で決まっているものと、法で決まっている

ものがございます。市の条例で決まっているものについては、改選時期に一部変更をお願

いするなどして対応できるものについてはお願いしております。 

 

木村議長 

 その他ご質問はございませんか。 

 

森委員 

 男女が共に参画できるように具体的に行っていることはどのようなことですか。例えば

ＰＴＡの組織でいいますと、母親代表があるということは、会長は男性であることが前提

になっていると思います。そういうところの組織替えであるとか、具体的に本当に女性が
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参画しやすいような組織改革をお考えかお聞かせください。 

 

事務局（河内部長） 

 自治会長などの地域の代表として選ばれている方々について、市の方から女性の登用率

を上げるようお願いするのは難しいものがございます。市が関わっている分野について努

力していきたいと思います。 

 

森委員 

 私は自治会長をやっておりますが、今まで男性の分野であるとされてきた自治会長を女

性が務めるというのは並大抵のことではなく、周りの理解と意識改革が必要です。せっか

くなっても潰されやすいですし、後に続く女性もいないというのが現状です。例えば、私

の町内では自治会長が神社の奥の院に榊を供えお参りをするのですが、神事は男性の社会

ですので、今までは女性は奥の院まで入ってはいけないということになっていましたし、

私自身も入ってはいけないのかなと躊躇しておりましたが、神主さんが「女性が入っては

いけないというようなことは神事においてないです。今までは通例でそうしてきただけで

す。」と他の男性の自治会長さんの前でおっしゃられたので、無事、務めることができまし

た。このように色々なことが男性社会なのです。強制的に女性が参画できるように組織的

なところから変えていかなければ、実現は不可能だと思います。人の意識を変えるという

のは非常に難しいことだと思います。 

 

木曽委員 

 私も自治会長をしておりまして、校下で何人か女性の自治会長がおられますが、女性の

方にも自治会長になっていただけますよという啓発はしているのですが、なり手がないの

です。これが現実です。なり手がいらっしゃれば、是非女性にやっていただきたいという

意識はずいぶん浸透してきていると思います。 

 

山中委員 

 今日の資料を見ておりますと、幅広い分野から色々なデータがあり、様々な考え方があ

るけれども、こういうものを基礎にして今年度どのように男女共同参画の推進を図ってい

くかというのが重要だと思います。男性ばかりでなく女性にも参画していただきたいとい

うのが目標だと思います。女性が活躍している分野もあると思いますが、もっと男女共同

参画を推進していけてらと思います。 

 

木曽委員 

 代表は男性でも、実動は女性であることがほとんどです。 
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木村議長 

 肝心なのは、地域において、意思決定の場に女性がどれだけ関われているかということ

です。住民組織の中で、重要なところで女性が外されているとか、なり手がないというよ

うな状況があったとしても、住民の自主的な組織に対して行政がそれについて強制をする

のは難しいので、啓発に留まらざるを得ないのですが、女性が参画しやすいような社会的

な仕組みを作るために、地道にやっていくことがあるのではないかと思います。議論は尽

きませんが、是非次期プランに生かしていきたいと思いますので、今後も議論を深めてい

ただきますようお願いします。 

 

小出委員 

 もう一点言わせていただきたいのですが、エイズについての啓発が成人式の時では遅い

と思います。他の市から移ってきましたので余計に思うのかもしれませんが、性的な問題

や麻薬などの犯罪と本当に隣り合わせの生活をしておりました。エイズや麻薬、デート  

ＤＶなどについて啓発をし、若い子たちに自分自身を守るという意識を持ってもらうよう

にもう少し早い時期に伝えていくといいと思います。 

 

木曽委員 

 これからは一番危険なのはネットと携帯電話だと思います。ここに潜んでいる危険は計

り知れないものがあり、フィルタリングを掛けたとしてもどんどん奥深くへ進んでしまい、

ここから起きる犯罪の危険性が大変高いのです。ですからこういったことも男女共同参画

プランの中に取り入れていけたらと思います。 

 

木村議長 

 貴重なご意見をありがとうございました。次期プランに生かしていきたいと思います。 

それでは次に議題４ 第３次大垣市男女共同参画プラン策定について事務局から説明をお

願いします。 

 

事務局（子安係長） 

 第３次大垣市男女共同参画プラン策定についてご説明をさせていただきます。３次プラ

ンの策定を前提とした市民意識調査、企業実態調査の実施及び策定部会の設置については、

前任の審議会の委員のみなさまにご審議を賜り、ご承認をいただいているところでござい

ます。市民意識調査については６月末から実施させていただいております。資料５をご覧

ください。こちらは２年間のスケジュールになっております。審議会と策定部会を横並び

に記載しております。今後の予定ですが、ワークショップを８月から９月に開催し、市民

の皆さんのご意見を直接お聞きし、またアンケートの結果によって現状把握をしてまいり

ます。今後は策定部会を中心に議論をいただいたいと思っております。その後来年度は、
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プランの骨格、各種施策について整理し、審議会で上程するまでの素案のまとめを策定部

会においてお願いし、審議会で審議をいただき、最終８月に答申を市長に対してしていた

だくようなスケジュールを考えております。その後パブリックコメント等を実施させてい

ただき、３月に公表できるよう考えております。スケジュールについては以上でございま

す。 

 

木村議長 

 大まかなスケジュールについて説明をいただきましたが何かご質問等はございませんか。 

前回第１回審議会におきまして、二つのことを決定しております。一つは、市民意識調査

と企業実態調査を実施するということで、そして第３次プランにつきましては策定部会を

設置し、原案を練っていただいたものを基に審議会で審議をするということでございます。

その策定部会の委員について選任させていただくのですが、先ずは事務局から説明をお願

いします。 

 

事務局（子安係長） 

 策定部会の委員には、学識経験者の方の他、各分野の方々にお願いをしたいと考えてお

ります。具体的には自治会関係の方、学校教育関係の方、福祉の方からは社会福祉協議会

の方、市民団体、企業関係の方で１０名程度の方を考えております。企業関係は、昨年度

ワーク・ライフ・バランス専門部会でお世話になった企業の方を考えております。それで、

当審議会からは、学識経験者として策定の中心となっていいただく方１名と、教育また地

域活動などを代表する３、４名の方にお願いしたいと思います。ご審議をよろしくお願い

します。 

 

木村議長 

 委員は三つの分野からということで、学識経験者の方で、部会長、副部会長としてお入

りいただければと思います。それから各種団体から代表者としてお入りいただきたいと思

います。先ず、学識経験者について私から提案ですが、市民意識調査の方でも携わってい

ただいております岐阜経済大学の竹内先生に部会長をお願いしたいと思っております。そ

れから前回の策定でもご活躍いただきました佐藤副会長に副部会長をお願いしたいと思い

ますがいかがでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

木村議長 

それでは佐藤副会長さん、よろしくお願いします。それでは次に自薦他薦おありでした

らお願いします。 
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服部委員 

 策定部会の委員には公募委員を１人は入れていただくようにお願いします。 

 

木村議長 

 自ら手を挙げるのは難しいと思いますので、部会長と事務局の方で相談して決めさせて

いただいて、次回の審議会にご提示いただくということでよろしいでしょうか。 

 

鈴木委員 

 男女の比率は関係ないのですか。 

 

木村議長 

 特に強くは申しておりません。 

 

鈴木委員 

小出委員は先進的な意見を言われるので、推薦させていただきたいと思います。それか

ら服部委員もご意見を言っていただけるので、推薦したいと思います。 

 

木曽委員 

 何人選任するのですか。 

 

事務局（河内部長） 

 審議会から３、４名お願いしたいと思います。先程ご推薦いただきました小出委員と服

部委員、そして佐藤副会長の３人と、その他１名ご推薦いただけるのであればありがたい

と思います。とりあえず３人でということであれば、部会長と相談させていただいて、そ

の他にお願いできる方があれば次回の審議会でご報告させていただきたいと思います。 

 

木村議長 

 審議会から何人というような定員はありませんので、是非という方はお願いしたいと思

います。 

 

鈴木委員 

 男女の比を鑑みまして、木曽委員にお入りいただいてはどうでしょうか。 

 

木曽委員 

 私は審議会の委員として議論したいと思います。３名の方でお願いできればと思います。 
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鈴木委員 

 では審議会からは３名でいいのではないでしょうか。 

 

事務局（河内部長） 

 それではご推薦されました３名の方、よろしいでしょうか。 

 

＜佐藤副会長、小出委員、服部委員 了承＞ 

 

佐藤副会長 

 合計で何人になるのですか。 

 

事務局（河内部長） 

 １０人程度です。 

 

木曽委員 

 会長はどういう役割になるのですか。 

 

木村議長 

 私はできてきたものを審議させていただきます。では審議会からは３名の方にお願いい

たしまして、部会長と調整させていただきます。第３次プランにつきましては策定部会を

中心として進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 次に議題５ 男と女のかがやきまちづくり表彰について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（子安係長） 

 資料６をご覧ください。この後表彰の選定委員についてご審議いただきたいと思ってお

ります。目的についてですが、男女共同参画社会づくりを積極的に推進し、その功績が顕

著であったものを表彰することにより、市民の男女共同参画社会づくりに対する意識の 

高揚を図り、それをもってその実現に向けて実践活動を促進することであります。資料の

最後に表彰事務処理要項を添付しておりますが、その中に趣旨、目的等記載がございます

のでお目通しをお願いします。これの平成２３年度の募集のご案内でございます。表彰対

象は個人、団体の部、事業者の部から各１件を表彰する予定でございます。候補者の募集

は、８月１日号の広報おおがきに掲載の予定でございます。その他には今後、市民団体や

商工会議所等にもＰＲしてまいりたいと思っております。本日の資料に募集案内、応募用

紙を添付させていただいておりますので、審議会の皆さんからもご推薦を賜りますようお

願いいたします。以上、表彰についてのご説明を終わります。 
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木村議長 

 では選考委員の選任に入ります。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（子安係長） 

 選考にあたりまして、事務処理要項の第８条に被表彰者を選考するために選考委員会を

設置すると規定がございます。そこで選考委員の選出をお願いしたいと思います。委員は

５名以内とありますが、例年、会長にもお入りいただいて、３から４名の方にお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

木村議長 

 会長を含めて３から４名の委員を選出するということですので、私の方から推薦させて

いただきますが、私と木曽委員、森委員、服部委員にお願いしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 

＜拍手＞ 

 

木村議長 

それでは選考委員になられました委員には、選考の時期が参りましたら事務局から連絡

が行きますのでよろしくお願いいたします。 

 次に議題６ その他について事務局からお願いします。 

 

事務局（川瀬） 

 先ず初めに、日本女性会議のご案内をさせていただきます。明日の大垣市の男女共同参

画社会づくりの担い手となる人材育成を図るため、平成１７年度より男女共同参画の専門

性の高い日本女性会議への市民研修派遣事業を実施しております。今年度は１０月１４日

金曜日から１６日日曜日にかけて松江市で開催されます、日本女性会議２０１１松江への

研修派遣を２名予定しております。是非と思われる方は事務局までお申し出いただきます

ようお願いします。 

 次に、夏休み親子映画会についてご案内させていただきます。夏休みの８月１９日にス

イトピアセンター文化ホールにおきまして、男女共同参画公開セミナーとしまして夏休み

親子映画会を開催いたします。今年度は家族の絆をテーマにした毎日かあさんを上映予定

です。お時間のある方は是非ご参加ください。 

 最後に、男女共同参画室で作成しております情報誌ウィズあい大垣を添付させていただ

いております。昨年度実施しました男女共同参画フォーラムの記事を掲載させていただい

ておりますので、ご参照いただきますようお願いします。 

 事務局からは以上でございます。 
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鈴木委員 

 日本女性会議とありますが女性限定ですか。 

 

事務局（河内部長） 

 男性の方にもご参加いただけます。２名限定ですが市から助成をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

議長（木村委員） 

 以上をもちまして平成２３年度第１回大垣市男女共同参画推進審議会を閉会させていた

だきます。長時間にわたりまして、ご審議ありがとうございました。 

 

 

閉会（午後 6 時 55 分） 

 

 


